
　2月27日の本会議で設置された予
算特別委員会に「令和6年度太田市一
般会計予算について」など7議案が付
託され、3月6日から8日までの3日間に
わたり慎重に審査を行いました。
　各委員の審査後、総括質疑が行われ、
採決の結果、全て可決すべきものと決
定しました。
　委員会審査での主な質疑、要望など
を委員長報告から抜粋してお知らせし
ます。

問 法人市民税の収納見込み率につい
て伺います。
答 過年度の収入実績における収納率
を基に、物価高や資材高騰の影響など
も加味しながら算出を行いました。近年
のDX推進による事業所の小規模化に伴
う法人市民税均等割の課税状況の変化
なども踏まえながら、より精度の高い予
算編成に努めていきたいと考えます。

問 企業版ふるさと納税寄附金の受け
入れ状況について伺います。
答 1社からの人材派遣型による人件
費を計上しています。本制度の活用によ
り民間企業のノウハウを取り入れながら
予算の有効活用が図れるほか、企業に
とっても税負担を軽減しながら地域に貢
献できるなど、双方にとって大きなメリット
があるため、積極的な周知に努めていき
たいと考えます。
■その他の主な質疑、意見、要望
・マイナンバーカードの交付状況およ
び更新手続きについて
・駐車場使用料について
・自主財源の確保に向けた法定外目
的税の設定について

■主な質疑、意見、要望
・史跡金山城跡ガイダンス施設の利用
状況と今後の活用について
・体育施設および社会教育施設の使
用料について
・旧中島家住宅保存修理事業につい
て

●総務費
問 合併20周年記念事業の構想につ
いて伺います。
答 実行委員会が設置されましたが、今

後新たな組織を立ち上げ、メインの事業と
して一般市民、交流都市などを含めた約
3，000人による「第九」の合唱を行う予
定です。さらに、ものづくりのまちとしての
歴史や伝統を活

い

かした催しを検討します。
問 高齢者など交通弱者への買い物支
援の概要について伺います。
答 各地区3人程度、有償ボランティア
による運転手を募り、利用者の自宅から
スーパーなどへの送迎、買い物の援助を
することで、地域課題の解消を図ってい
きたいと考えます。
■その他の主な質疑、意見、要望
・ＥＶ車を活用した災害訓練の実施に
ついて
・ふるさと納税における体験型返礼品
について

●民生費
問 保育園入園申し込みの電子申請
サービス導入による効果について伺います。
答 今までは申請窓口の混雑が常態化
していましたが、分かりやすい電子申請
フォームデザインに加え、ＬＩＮＥによる情報
発信をした結果、全体の75％の申請者に
利用してもらいました。市民サービスの向
上に加え、職員の時間外勤務削減につな
がりました。
問 児童虐待防止の支援と周知につい
て伺います。
答 面前ＤＶなど心理的虐待によるケー
スが多く、要保護児童対策地域協議会
にて対応方針を決め、子育てそうだん課
の職員や保健師が訪問するなど、見守り

を行っています。支援が必要と感じた時
は、児童相談所虐待対応ダイヤル「189
（いちはやく）」を利用して通報してもらえ
るよう、関係機関との連携や利用者への
周知を広く図っていきたいと考えます。
■その他の主な質疑、意見、要望
・軟骨伝導聴覚補助イヤホンの導入に
ついて
・子育て世帯ベーシックサービスの延
長について
・ファミリー・サポート・センターの利
用料金の見直しについて

●衛生費
問 がん検診の受診率向上に向けた取
り組みについて伺います。
答 本市の受診率は全国平均を上回っ
ていますが、さらなる受診率向上に向け
て、受診案内の工夫やプレゼント企画の
実施など、普及・啓発に努めていきたい
と考えます。
問 出産子育て応援給付金の現金支
給について伺います。
答 国からの推奨もあり、ＯＴＡＣＯで支
給していますが、国の動向や近隣他市の
状況も見ながら、ケースに応じた支給の
手法などを研究していきたいと考えます。
■その他の主な質疑、意見、要望
・狂犬病予防注射の接種率向上につ
いて
・帯状疱

ほう

疹
しん

予防接種の申請状況につ
いて
・ペーパーラボの導入について
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上に関する法律等の一部を改正する法
律」が公布されたことに伴い、建築物エ
ネルギー消費性能に係る認定の区分な
どについて、所要の改正を行うものです。
審査結果　原案可決

■太田市空家等対策の推進に関する
条例の一部改正について
説明　「空家等対策の推進に関する特
別措置法の一部を改正する法律」が公
布されたことに伴い、市が空き家などに
必要最小限度の措置を講ずることがで
きる場合を定めるほか、所要の改正を行
うものです。
問 市が実施する空き家などに関する
施策および必要最小限度の緊急安全措
置の具体例について伺います。
答 所有者に対し空き家などの適切な
管理を促す通知や解体の要望などを問
うアンケートを実施しているほか、破裂し
た水道管や道路への倒木などについて、
地域の安全を確保するために緊急的に
措置を講じています。
問 緊急安全措置に要した費用の請求
相手について伺います。
答 空き家などの所有者のほか、当該
空き家などの相続権を有している者を想
定しています。

■その他の質問
・市内における管理不全空家および緊
急安全措置が求められる空き家などの
状況について
審査結果　原案可決

■太田市公共下水道事業設置条例の
一部改正について
説明　太田市公共下水道の事業認可
拡大および事業計画期間の延伸を行っ
たことに伴い、所要の改正を行うもので
す。
審査結果　原案可決

■太田市公園条例の一部改正につい
て
説明　太田市道路占用料徴収条例に
規定する占用料が改定されることに併せ、
公園の占用料について同様の改定を行
うものです。
審査結果　原案可決

■市道路線の廃止及び認定について
説明　市道の10路線1，992㍍を廃止
し、25路線2，176㍍を認定しようとする
ものです。
審査結果　原案可決

特別委員会における
調査・研究報告

　特別委員会の中間報告および最終報告を、太田市
議会ホームページに掲載しています。

〇議会改革推進特別委員会　中間報告
〇広域連携調査特別委員会　最終報告

https : //www.c i ty .o ta .gunma. jp/s i te/
shigikai/3582.html 

URLまたは2次元コードからアクセスできます。ぜひご覧
ください。
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